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              仕様書 
 

 

１   作業は、毎週火・木・及び休日・週休日に作業を行うものとする。（別

紙カレンダー参照）ただし、降雪状況によっては、作業日数が増減するも

のとする。 

作業員の安全を確保するため、必ず２名体制で作業を行うものとする。 

なお、休日・週休日の作業は、割増賃金と半日保障（4 時間）で積算して

いる。 

 

２ 業務を委託する箇所は以下に掲げる施設とし、各施設とも安定した流水

の確保に努めるものとする。（別紙位置図参照） 

(1)中田大堰ポンプ場   米沢市春日五丁目地内 

(2)日中堰ポンプ場    米沢市春日五丁目地内 

(3)周防殿堰ポンプ場   米沢市中央六丁目地内 

(4)元御入水堰山大ゲート 米沢市城南四丁目地内 

(5)元御入水堰取水口   米沢市大字赤崩地内 

 

３ 業務の内容については、以下に掲げる作業を原則とするが、これにより

難い場合は発注者と協議のうえ、適宜対応するものとする。  

(1)スクリーン清掃・ポンプ稼動確認・ゲート動作確認・スクリーンのゴ

ミ取りを行い、ポンプ及びゲートが正常に稼動しているか確認し、稼動し

ていない場合は復旧するものとする。ポンプ及びゲートの操作方法につい

ては、発注者に指示を仰ぐこと。なお、各箇所に操作日報(別紙参照)を置

いておくので操作完了毎に必要事項を記入し、午前中に業務を完了するこ

と。 

 

＜４箇所管理の場合＞ 

管理場所：中田大堰･日中堰･周防殿堰・元御入水堰山大ゲート  

 

≪５箇所管理の場合≫ 

管理場所：中田大堰･日中堰･周防殿堰・元御入水堰山大ゲート・  

元御入水堰取水口 

 

(２)施設までの管理道路除雪(中田大堰･日中堰･元御入水堰取水口) 

管理道路の除雪を実施した場合は、作業日報に、チャート紙の原本を

添付し提出すること。なお、使用機械の機械名、車番、写真（四方

向）等の書類を提出すること。 

  

(３)その他 

施設管理上  軽微な修繕を要する場合は、委託料の範囲内で行うもの

とする。 
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４ 作業日毎の作業内容は設計書に基づくものとし、作業日報(別紙参照)及

び写真を毎月（毎月１０日まで）発注者に提出すること。また、各施設で

記入している操作日報も一緒に提出すること。 

 

５ 各施設において制御盤及びポンプ本体などの装置に異常があった場合は、

直ちに発注者へ報告のうえ、必要な指示を受けるものとする。また、ポン

プを運転又は停止した場合、その都度  場内掲示板に記入するものとする。 

 

６ その他 本件において仕様書に定める以外に問題が生じた場合は、発注

者と適宜協議のうえ必要な措置を講じるものとする。 


